
「第４１回わたしからの人権メッセージ」応募要項 

 

１．趣 旨 

“一人ひとりが大切にされるまち”“あたたかい人間関係あふれるまち”そんなまちにするた

めには、市民一人ひとりが人権問題を「自らの課題」として考えていくことが大切です。 

毎日の生活のなかで体験されたことや何かの実践を通して、人権の尊さ、お互いの人権を守る

ことの大切さ、差別のない明るい社会を築くことの大切さ、平和の尊さなどを実感されたことが

あるのではないでしょうか。お互いを尊重し、ちがいを認め合い、みんながともに幸せに生きる

ためにできることを一緒に考えてみませんか。あなたからの「人権メッセージ」を募集します。 

 

２．作文募集の概要 

（１）作文のテーマ 

    日常の家庭生活、学校生活、グループ活動、職場、地域社会とのかかわりなどの中で得た経験等を

通して、人権の尊さや人権を守ることの大切さについて考えた内容で、下記の人権課題の解決に寄与

する、メッセージ性のあるもの。 

同和問題、女性の人権、障がい者の人権、外国人の人権、子どもの人権、 

高齢者の人権、ＬＧＢＴなど性的マイノリティの人権、平和問題、環境問題、 

ＨＩＶ感染者・ハンセン病回復者等の人権、犯罪被害者やその家族の人権、 

インターネットと人権、ＳＤＧｓ
エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

(持続可能な開発目標)、セーフシティさかい、 

憲法と人権、新型コロナウイルス感染症に関連する人権問題、その他さまざまな人権 

※ＳＤＧｓ…「誰ひとり取り残さない」という理念をもって、２０１５年の国連サミットで採択された、２０３０年までに 

達成をめざす国際目標。持続可能な世界を実現するための１７のゴール・１６９のターゲットから構成されている。 

※セーフシティさかい…女性や子どもをはじめ、すべての人にとって安全・安心なまちをめざす取組。（堺セーフシティ・プログラム） 

 

（２）応募条件 

ア 応募資格 堺市内に在住・在学・在勤の人 

イ 字  数 ４００～１２００字程度 

ウ 応募作文 個人のオリジナルで２０１９年１０月１日以降に書かれた未発表作文。 

なお、応募作文は返却しない。 

（３）応募方法 

ア 個人応募 

     ・４００字詰原稿用紙を使用する。（パソコンによる印字も可） 

・応募作文表面に、題名、名前、作文のテーマ、裏面に住所、連絡先の電話番号、 

年齢を明記し、下記応募先に郵送または持参する。 

イ 団体応募（学校等の団体で応募する場合） 

     ・４００字詰原稿用紙または、ます目入り用紙を使用する。 

・応募作文表面に、題名、名前、学校の場合は学年、作文のテーマを明記する。 

・団体（学校）ごとに作文をとりまとめ、応募用紙とともに下記応募先に郵送ま 

たは持参する。 

 

（４）募集期間 

２０２０年７月２日（木）～９月４日（金） 



（５）審 査 

審査会を設け、特選作品２０編及び入選作品３０編を選考する。 

 

（６）審査結果の通知 

ア ２０２０年１１月、特選作品及び入選作品に選考された方にのみ通知する。 

イ 個人応募の方には直接本人あてに通知する。 

ウ 学校等団体応募をされたところは、団体（学校等）を通じ、本人あてに通知する。 

 

（７）団体応募について 

   ア 作品集に団体名（学校名や企業名）を掲載する。 

   イ 作文を応募する際には、応募時点で在住・在学・在勤の条件を満たし、本人の応募への了承を得

ているものとする。 

 

（８）参加賞について 

ア 応募者には参加賞を進呈する。 

イ 団体応募の場合、参加賞は応募いただいた団体宛に一括で進呈する。 

 

（９）表彰式等 

ア ２０２０年１２月上旬開催の「人権を守る市民のつどい」第１部にて、特選作品に選考され

た方２０名の表彰と代表４名による作文発表を行う予定。 

イ 特選作品及び入選作品に選考された方には賞状及び記念品を贈呈する。 

 

（１０）特選作品の公表等 

ア 特選作品は作品集及び当協議会ホームページに掲載する。掲載にあたっては、作文の趣 

旨を損なわない範囲で一部修正する場合がある。 

イ 特選作品は当協議会が発行する刊行物『人権協だより』等に掲載する場合がある。 

ウ 公表にあたって、原則として名前、併せて児童・生徒は学年を掲載する。 

エ 特選作品及び入選作品の著作権は当協議会に帰属する。 

オ 応募者の個人情報は本事業の目的以外には使用しない。 

 

３．応募先・問い合わせ先 

〒５９０-００７８ 堺市堺区南瓦町３－１ 

堺市人権教育推進協議会（堺市役所人権推進課内）「わたしからの人権メッセージ」係  

電話：２２８－７４２０ ＦＡＸ：２２８－８０７０ 

ホームページ：http://www.jinkenkyo.jp/ 

 

４．主 催  

   堺市人権教育推進協議会 

 

５．後 援 

    堺市・堺市教育委員会 

http://www.jinkenkyo.jp/

